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第1 請求の受付 

 

1 請求人 

 

豊島区   五十嵐 稔 

 

2 請求書の提出 

 

平成 23 年 6 月 1 日 

 

3 請求の内容 

 

請求人が提出した職員措置請求書（豊島区長）（別紙 1）による主張事実の

要旨及び措置請求は、次のとおりである。 

 

(1) 主張事実（要旨） 

① 現在、議員が委員会や本会議に出席すると 1 日 3,000 円の交通費が費用

弁償として一律支給されている。 

② しかし費用弁償は実費支給が原則である。豊島区内の何れの公共交通機

関を使用して自宅・役所間を往復しても 500 円には満たない実費金額で

ある。 

③ なぜ 500 円以下の個別的実費支給ではなく、一律 3,000 円なのであろう

か。算出根拠も不明である。 

④ したがって、監査委員は、ア各議員の平成 22 年 6 月 1 日から平成 23 年

5 月 31 日までの費用弁償の総額（出席回数×3,000 円…A という）及び

前記期間に使用した公共交通機関と、その往復の実費総額を特定（実費

額の総額×出席回数…B という）して、A－B＝C（不当利得を算出し）、

これを区に返還させよ。不当利得は 500 万円以上ある。イまた、公共交

通機関を使用する必要のない徒歩圏内の議員については全額（A）を区に

返還させよ。なお私は徒歩圏内に該当するので支給された費用弁償の全

額 144 万円（平成 15 年～平成 23 年 3 月末）は、法務局に供託済みであ

るので手続きをもって受領されたい。 

 

(2) 措置請求 

  平成 22 年 6月 1 日から平成 23年 5月 31日までの豊島区議会議員らに支出

した費用弁償は、違法不当な支出であるので、豊島区長は、豊島区議会議員
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らに対し、前記期間に支出した費用弁償額の金員及びこれに対する議員らに

支出した日から支払済みまで年 5 分の割合による金員の支払を請求せよ。 

 

4 請求の要件審査 

 

本件請求については、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号。以下「法」と

いう。）第 242 条所定の要件を備えているものと認めた。 
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第2 監査の実施 

 

1 監査の対象 

 

(1) 監査対象事項 

請求の記載内容から監査対象事項は、次の①、②のとおりとした。 

 

① 豊島区長が豊島区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例（昭

和 31 年豊島区条例第 14 号。以下「本条例」という。）第 7 条第 1 項及

び第 2 項の規定に基づき費用弁償として日額旅費を支出したことは、違

法・不当な公金の支出に当たるか。 

② 違法・不当な公金の支出であれば、区長は、議員に不当利得分の返還を

求めるべきか。 

 

なお、監査の対象となる期間は、平成 22 年 6 月 2 日から請求書提出日であ

る平成 23 年 6 月 1 日を含めた期間とし、対象となる財務会計上の行為は、当

該期間における議員に対する費用弁償の支出とする。 

 

(2) 監査対象部局 

総務部総務課と区議会事務局議会総務課を監査対象部局とした。 

 

2 調査 

 

(1) 監査対象部局の見解・意見書及び関係書類の提出並びに説明の聴取 

監査対象部局である総務部総務課及び区議会事務局議会総務課から関係書

類の提出を求めるとともに、本件請求に対する対象部局の見解・意見書の提

出を受けて、平成 23 年 6 月 17 日に対象部局から説明の聴取を行った。 

 

(2) 請求人の証拠の提出及び陳述 

法第 242 条第 6 項の規定により、請求人に対して、平成 23 年 6 月 8 日に新 

たな証拠の提出及び陳述の機会を設けたが、請求人の陳述及び新たな証拠の

提出は行われなかった。 
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3 監査委員の監査執行上の除斥 

 

区議会議員から選出された永野裕子監査委員は、法第 199 条の 2 の規定に

基づき、本件監査の執行について除斥とした。 
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第3 監査の結果 

 

1 結果 

 

本件請求については、合議により、次のように決定した。 

 

本件請求は、理由がないものと認め、棄却する。 

 

以下、事実関係の確認、監査対象部局の見解・意見及び判断理由について

述べる。 

 

2 事実関係の確認 

 

(1) 費用弁償の支出根拠について 

ア 法第 203 条第 2 項の規定において、普通地方公共団体の議会の議員は、

「職務を行うため要する費用の弁償を受けることができる。」と定められ、

また同条第 4 項の規定により「議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並び

にその支給方法は、条例でこれを定めなければならない。」とされている。 

 

イ 本条例は、法第 203 条第 4 項の規定に基づき制定されており、本条例第 7

条第 1 項において、「議員（議長、副議長、委員長及び副委員長を含む。

以下本条において同じ。）が招集に応じ若しくは委員会に出席するため旅

行したとき又は公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償と

して旅費を支給する。」と定めている。また、同条第 2 項においては、「前

項の規定により議員が招集に応じ若しくは委員会に出席するため又は公務

のため特別区の存する区域内を旅行したときは、日額旅費として 3,000 円

を支給する。」と定めている。 

 

(2) 費用弁償の支出手続き等について 

ア 議員の費用弁償の支出手続きは、毎月末に、区議会事務局職員が本会議・ 

委員会等について会議の記録等により議員の出欠を調査、確認し、費用弁

償額を算出した後、当月分の支出命令書を作成し、議会総務課長決定のう

え会計管理室に送付し、翌月 10 日（休日等に当たるときはその前日）に議

員に対して支給する手続きとなっている。 
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(3) 監査対象期間の費用弁償の支出金額等 
ア 監査対象となる財務会計上の行為は、本条例第 7 条第 1 項及び第 2 項の

規定に基づく議員に対する費用弁償である日額旅費の支出である。 

 

イ 監査対象となる平成 22 年 6 月から平成 23 年 5 月に支出した議員に対す

る費用弁償（日額旅費）は、支出の対象となる旅行の発生月が平成 22 年 5

月分から平成 23 年 4 月分であり、合計件数は、2,167 件、支出合計金額は、

6,501,000 円であった。 
 

支出月 発生月 件数（件） 支出金額（円） 
平成 22年 6 月 平成 22年 5 月分 157 471,000

7 月 6 月分 204 612,000

8 月 7 月分 212 636,000

9 月 8 月分 1 3,000

10 月 9 月分 241 723,000

11 月 10 月分 259 777,000

12 月 11 月分 200 600,000

平成 23 年 1 月 12 月分 253 759,000

2 月 平成 23年 1 月分 90 270,000

3 月 2 月分 300 900,000

4 月 3 月分 250 750,000

5 月 4 月分 0 0

 計 2,167 6,501,000

 

3 監査対象部局の見解・意見 

 
以下、請求人の主張事実及び措置請求に対する監査対象部局の見解・意見

を原文のまま記載する。 
 
(1) 総務部総務課 

 
１ 「豊島区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例」に定める費用

弁償を３千円とした理由 
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 「豊島区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例」第７条第２項に

規定する日額旅費の額は、平成 16 年４月の額改定の際、他の特別区における支

給実態等を参考として３千円とした。 
 
２ 請求書の記載事実について 
（1）請求の要旨（一）において、「１日 3,000 円の交通費」としているが、条

例上、日額旅費は交通費に限定したものではなく、諸雑費が含まれるもので

あり、正しくない。 
   請求の要旨（二）において、「豊島区内の何れの公共交通機関を使用し

て自宅・役所間を往復しても 500 円には満たない実費金額」としているが、

費用弁償の対象には、「公務のため特別区の存する区域内を旅行したとき」

が含まれているため、すべての交通費の実費を 500 円には満たないとするこ

とは正しくない。 
（2）議員の受給した日額旅費は、「豊島区議会議員の議員報酬及び費用弁償等

に関する条例」第 7 条第 2 項に基づき、費用弁償として適正に支給されたも

のであり、請求人が主張するような「不当利得」には当たらない。 
  請求の要旨（一）の記載のとおり、費用弁償は実費弁償が原則である（地

方自治法 207 条） 
  しかしながら、実際に要した経費を厳密に同額である必要はなく、条例で

定めるにあたっては、「あらかじめ費用弁償のそれに該当するときは、標準

的な実費である一定の額を支給することが許され、この場合、いかなる事由

を支給事由として定めるか、また、一定の額をいくらとするかについては、

議会の裁量判断に委ねられている。」とする最高裁判所判例（平成 22 年 3

月 30 日最高裁判決）に照らして、何ら違法不当な点はない。 
 
３ 請求人の主張事実及び措置請求に対する見解・意見 
（1）前述したとおり、費用弁償を定額方式とすること、支給事由、額について

は、議会の裁量に委ねられている。 
（2）昭和 63 年東京地裁判決及び平成 14 年大阪地裁判決において、「費用弁償

は、職務の執行に要した経費を償うために支給される経費とされており、費

用弁償としての旅費には、交通実費のほかに日当や事務経費が含まれている

と解されている。」 
（3）また、前述の平成 22 年 3 月 30 日最高裁判決においても、実費以外の経費

が含まれていると判示している。 
   よって、請求人の費用弁償は実費支給しなければならないとの指摘は当た

らない。 
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(2) 区議会事務局議会総務課 

 

１．請求人の主張事実に対する見解・意見 

 

各議員に支給した日額旅費は、豊島区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に

関する条例（以下、「本区条例」という。）第７条第１項及び同条第２項に基づ

き、費用弁償として適正に支出したものであり、請求人が主張する違法不当な

支出にはあたらない。 

その理由は以下のとおりである。 

第１に、日額 3,000 円を支給することの適法性についてである。 

地方自治法第 203 条第 2 項は、普通地方公共団体の議員に係る費用弁償につ

いて、「職務を行うために要する費用の弁償を受けることができる。」とし、同

条第４項は「議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法は、条

例でこれを定めなければならない。」と規定している。 

この費用弁償の支給方法については、職務執行のために費用を要した都度、

その実額を計算し、支給する方法（いわゆる「実額方式」）が基本とされている。

しかしながら、職務を行うための費用の中には、その実額計算が必ずしも容易

でないものがあり、また支出の都度個々の支出について金額の把握や証拠書類

の確保等の手続が煩雑となり、支出手続きに要する経費を増大させる可能性が

大きいことから、条例によって、あらかじめその支給事由を定め、それに該当

するときに一定額の費用を弁償することとし、実際に費消した額の多寡に係る

事情は考慮しないとする方式（以下「定額方式」という。）により支給されてい

るところである。 

この場合、いかなる事由を費用弁償の支給事由として定めるか、また、標準

的な実費である一定の額をいくらとするかについては、費用弁償に関する条例

を定める地方公共団体の議会の裁量判断に委ねられていると解するのが相当で

あるとの判断が判例により示されている。（平成 2 年 12 月 21 日 最高裁判所小

法廷判決） 

 本区条例では、こうした考え方により多くの地方公共団体と同様に定額方式

を採用しているところであり、その定額が実費を超え、あるいは、実費を下回

る場合であっても、費用の弁償として日額旅費3,000円を支給することとなる。 

 したがって、請求人の一律 3,000 円の支給は違法不当な支出であるとの主張

は当たらない。 

 第２に、定額方式を採用する場合の日額 3,000 円という金額の妥当性につい

てである。 
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費用弁償は単に交通費の実費相当額のみをその積算根拠とするものではなく、

議員が出席する議会の会議は議員の重要な活動の場であり、そこへの出席に伴

い、その職責を十分に果たすための準備、連絡調整及び移動等の経費を含むも

のと解される。（平成 22 年 3 月 30 日 最高裁判所小法廷判決） 

本区条例では議員が公務で旅行した場合には、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃

といったいわゆる交通費のほかに、日当、旅行雑費など 10 種類の旅費を定めて

おり、交通手段を利用する以外の費用にわたる部分についても考慮のうえ、一

定額の日額旅費を規定したものといえる。 

 さらに、日額 3,000 円については、他の特別区における支給実態と比較して

も妥当な水準の範囲内であると考えられることから、議会に与えられた裁量権

の範囲を逸脱するものとも解されない。 

 したがって、費用弁償について交通費 500 円以内が妥当な実費支給額である

とする請求人の主張は当たらない。 

 

２．請求人が求める措置請求に対する見解・意見 

 請求人が求める不当利得の区への返還については、上記１．のとおり違法、

不当な支出にはあたらないことから不当利得も発生しておらず、妥当ではない。 
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4 判断 

 
以上のように事実関係の確認、監査対象部局の見解・意見及び関係書類等

の調査に基づき、本件請求について次のように判断する。 
 

(1) 条例に定める費用弁償が支給されていることは、違法・不当な公金支出であ

ると主張しているので、この点について判断する。 
 

ア まず、本条例が定める費用弁償（日額旅費）の支出が違法なものである

か、判断する。 
 

費用弁償（日額旅費）の違法性については、請求人が平成 23 年 3 月 31 日

付提出の住民監査請求に基づく監査結果（平成 23 年 5 月 17 日付・23 豊監発

第 20 号）と判断を異にするものではない。 

よって、監査対象期間の議員に対する費用弁償の支出は、法並びに本条例

に基づく公金の支出であり、違法性は認められない。 

 

イ 次に、本条例が定める費用弁償（日額旅費）の支出が不当なものである

か、判断する。 

 

第一に、本件監査対象となった費用弁償（日額旅費）について、その支出

の根拠となる実態があったか、判断する。 

監査対象となる平成 22 年 6 月から平成 23 年 5 月に支出した議員に対する

費用弁償（日額旅費）について、支出の対象となった平成 22 年 5 月から平成

23 年 4 月分の各議員の本会議、委員会等の出席状況について調査し、本条例

第 7 条第 1 項で定めている「議員が招集に応じ若しくは委員会に出席するた

めに旅行したとき又は公務のため特別区の存する区域内を旅行したとき」に

相当する、本会議、常任委員会、議会運営委員会、各特別委員会等への各議

員の出席の実態及び費用弁償（日額旅費）の対象外の支出がないことを確認

した。 

なお、監査対象期間中の全議員に対する費用弁償（日額旅費）は、111 日

間、延 2,167 人分の会議等に対する支出で、総額 6,501,000 円であった。 
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第二に、請求人は費用弁償は交通実費であるべきであり、定額支給とす

ることは不当であると主張しているので、この点について判断する。 

費用弁償を交通実費とすべきかについては、請求人が平成 23 年 3 月 31

日付提出の住民監査請求に基づく監査結果（平成 23 年 5 月 17 日付・23 豊

監発第 20 号）と判断を異にするものではない。 

よって、費用弁償は交通実費とすべきであり、定額支給とすることは不

当であるとの主張は当たらない。 

 

以上により、監査対象となった費用弁償については、違法・不当な支出

には当たらないと判断する。 

 

（2）請求人は、区長に対し議員への不当利得の返還を求めるとともに、議員に

支払ってきた費用弁償相当額及びこれに対する議員らに支出した日から支払

済みまで年 5 分の割合による金員の支払を請求するよう主張しているが、前

記(1)で述べてきたとおり、本件費用弁償の支出は違法・不当には当たらない

ことから、請求人の主張は認めることはできない。 

 

  以上のことから、本件措置請求は、財務会計上の損害が発生しておらず、

本件請求に係る不当利得返還等を求める請求人の主張には理由がないものと

認める。 
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（別紙 1） 
 

住民監査請求書（豊島区長に対する措置請求） 
 

豊島区監査委員殿 
平成２３年６月１日 

 
請求人（住所）豊島区東池袋 

（氏名）五十嵐 稔  
 

一、監査請求 
請求人は、豊島区住民であるが、監査委員に対し、次のとおり、地方自治

法第２４２条第１項に基づき監査請求をする。 
平成２２年６月１日から平成２３年５月３１日までの豊島区議会議員らに

支出した費用弁償は、違法不当な支出であるので、監査委員は次のとおり措

置請求されたい。 
豊島区長高野之夫は、豊島区議会議員らに対し、前記期間に支出した費用

弁償額の金員及びこれに対する議員らに支出した日から支払済みまで年５分

の割合による金員の支払いの請求をせよ。 
二、請求の要旨 

(一) 現在、議員が委員会や本会議に出席すると１日３，０００円の交通費

が費用弁償として一律支給されている。 

(二) しかし費用弁償は実費支給が原則である。豊島区内の何れの公共交通

機関を使用して自宅・役所間を往復しても５００円には満たない実費金額

である。 

(三) なぜ５００円以下の個別的実費支給ではなく、一律３，０００円なの

であろうか。算出根拠も不明である。 

(四) 従って監査委員は、①各議員の平成２２年６月１日から平成２３年５

月３１日までの費用弁償の総額（出席回数×３，０００円・・・Ａと言う）

及び前記期間に使用した公共交通機関と、その往復の実費総額を特定（実

費額の総額×出席回数・・・Ｂと言う）して、Ａ－Ｂ＝Ｃ（不当利得を算

出し）、これを区に返還させよ。不当利得は５００万円以上ある。②又、

公共交通機関を使用する必要のない徒歩圏内の議員については全額（Ａ）

を区に返還させよ。なお私は徒歩圏内に該当するので支給された費用弁償
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の全額１４４万円（平成１５年～平成２３年３月末）は、法務局に供託済

みであるので手続きをもって受領されたい。 

 

三、事実証明書の添付 

・・①毎日新聞朝刊（平成１９年２月１６日）・・・費用弁償に関する記事 

②東京法務局発行（２３年４月１５日）・・・費用弁償の供託書 

③平成２３年２月分費用弁償の支給封筒の写し 

 
 
（注）住民監査請求書（「豊島区長に対する措置請求」）は、個人情報保護の

観点から請求人の住所・連絡先・職業は省略した。 


